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谷和原中学校いじめ防止基本方針 

令和 8 年度つくばみらい市立谷和原中学校 いじめ防止基本方針 

令和 8 年４月１日 

つくばみらい市立谷和原中学校長  入江 孝 

 

１ 基本理念等 

（１）いじめの定義 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の

人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

（２）基本理念 

①  いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒

が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われ

なくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

②  いじめの防止等のための対策は、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われ

るいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす

影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。 

③  いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重

要であることを認識しつつ、学校、地域住民、家庭、つくばみらい市その他の関係者の連携の下、社

会総がかりでいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

④  いじめの防止等のための対策は、生徒が、一人一人の違いを理解し、自らを大切に思う気持ち及

び他者を思いやる心を醸成し、いじめの問題について理解を深めることにより、いじめの防止等に

向けた自主的な行動ができるようになることを目指して行われなければならない。 

 

（３）学校及び教職員の責務 

① 在籍する生徒の保護者、地域住民、児童相談所、つくばみらい市教育委員会、その他の関係者と

の連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめを認識した

場合又はいじめの疑いがあると認められる場合には、適切かつ迅速にこれに即日対応しなければ

ならない。 

② 教職員の言動が児童生徒に与える影響を十分に理解して授業その他の教育活動を行わなければ

ならない。 

③ 生徒に対し、いじめを行ってはならないことについて、常日頃から分かりやすく教育するよう努

めなければならない。 

④ いじめの問題を抱え込むことなく、①の関係者と連携し、いじめを受けている、またはいじめを

受けている疑いのある生徒が、支援を求めやすい環境を整備するよう努めなければならない。 
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２ 谷和原中学校におけるいじめ防止等の対策 

（１）組織 

① 「いじめ防止対策推進法」第 22 条が規定する「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織」

の名称を、「校内いじめ防止対策委員会」（以下：いじめ防止対策委員会）とする。 

② 「いじめ防止対策委員会」は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、各学年生徒指導担当または学

年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー、

関係教職員、市教育委員会教育指導課職員等を加えることができる。 

③ 「いじめ防止対策委員会」は生徒指導部会を兼ね、時間割の中に時間を設定して月１回以上のペー

スで定期的に開催する。ただし、谷和原中学校の教職員がいじめを発見した、又は生徒や保護者、

地域などから教職員へいじめの相談、通報等があった場合には、校長（不在の際は教頭）の指示の

もと、②の構成員を可能な限り招集して緊急に開催するものとする。 

④ 「いじめ防止対策委員会」は、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめに対する措置等、

谷和原中学校が組織的かつ実効的にいじめ問題に取り組むに当たって、中核となる以下のような

役割を担う。 

ア いじめの未然防止のため、いじめが起こりにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割 

イ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割 

ウ いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る

情報の収集と記録、共有を行う役割 

エ いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩みを含む）があ

った時には即日調査を行い、情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指

導や支援の体制・対応方針の決定と、保護者との連携といった対応を組織的に実施するための

役割 

オ 学校いじめ防止基本方針に基づく具体的な年間計画の作成や取組の実行、および検証、修正を

行う役割 

 

（２） いじめの未然防止について 

いじめは、どの子供にも起こりうることを踏まえ、いじめ問題克服のためには、全ての生徒を対

象としたいじめの未然防止が重要である。全ての生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う

対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、谷和原

中学校では以下のような取組を継続的に行う。 

① 分かる授業を展開すると共に、学習習慣の確立を図る。 

・学習課題の吟味や適切な振り返りによる、基礎的・基本的な知識・技能の確かな習得 

・主体的・協働的な学習を通して言語活動の充実を図り、表現力を高める校内授業研修の充実 

・ティームティーチングや体験活動、問題解決的な学習、ICT の活用等、多様な指導法の活用 

・補充学習や家庭学習の充実による学習習慣の確立 

② 基本的な生活習慣の確立と生徒同士の人間関係づくりを推進する。 

・あいさつ運動やいじめ防止フォーラムの実施など生徒主体の生徒会活動の活性化 
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・構成的グループエンカウンターやソーシャルスキルトレーニング等による、生徒間の相互理解を図

る取組 

・体育祭や穂緑祭、修学旅行や宿泊学習、校外学習等の学校・学年行事の充実による達成感、成就

感、自己有用感の醸成 

③ 思いやりや感謝する心を育成する。 

・道徳科の授業改善（｢考え、議論する道徳｣）による、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度の育 

 成 

・係活動や話合い活動の充実による、生徒同士が適切に関わり合う場の設定 

・地域や保護者との連携による体験学習の充実 

・谷和原中学校区小中一貫教育における小中交流活動の充実 

④ 情報モラル教育の充実を図る。 

・外部講師を活用した、インターネットや情報端末の使い方・情報モラル講座の実施 

・全教科領域等による、具体的な情報モラル教育の充実 

 

（３） いじめの早期発見について 

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたり

するなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多い。従って学校は、ささいな兆候

であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、積極的にいじ

めを認知することが必要である。以下は、谷和原中学校のいじめの「早期発見」に対する取組である。 

① 生徒を対象とした早期発見への手立て、相談体制を充実させる。 

・月１回を基本とした学校生活アンケートの実施 

・「谷和原手帳」の活用による心の日記の継続 

・SNS を活用した校内相談窓口の設置とホームページ上での運用 

・全生徒面談（教育相談）の実施 

② 教職員による生徒との関わりの充実と情報共有の推進を図る。 

・学年担任制の一部導入による、複数の眼による生徒の見守り 

・教職員の計画的な分担による休み時間等の見守り 

・校内研修の充実による、いじめやいじめの兆候を認知する能力の向上 

・いじめの「疑い」の段階での情報共有の徹底 

・毎週の生徒指導部会、毎月のいじめ防止対策委員会での情報の共有 

・スクールカウンセラーによる教育相談の実施（随時） 

③ 保護者や地域との連携を図る。 

・保護者アンケートの実施 

・保護者と生徒との三者面談（教育相談）の実施 

…７月(全員)、11 月(3 年全員及び 1･2 年希望者)、随時 

・学校だよりやホームページを活用した、学校および県の相談窓口の保護者への周知 

・学校だよりやホームページ更新を通した、教育活動の情報発信 
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・学校評議員・児童委員・民生委員との連携 

・市教育委員会や市福祉部局、親子まるまるサポートセンターとの連携 

（４）いじめへの早期対応について  

いじめがあることが把握された場合、学校は直ちに、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた

生徒の安全を確保し、いじめた側とされる生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等、組織

的な対応を行うことが必要である。また、家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じて関係機関

等との連携が必要である。以下は、谷和原中学校におけるいじめの「早期対応」への取組である。 

① いじめに係る情報の把握（生徒から、教職員から、保護者や地域から、関係機関から） 

② 情報を得た教職員は、迅速に学年の生徒指導担当かつ学年主任に情報を共有する。 

③ ②で情報を得た生徒指導担当等は、迅速に校長（不在の際は教頭及び生徒指導主事）に報告する。 

④ 校長（不在の際は教頭）は、「いじめ防止対策委員会」の構成員を可能な限り招集して緊急に開催

し、情報を共有すると共に、次の点を踏まえて事実確認を行う。 

・被害生徒からの聞き取り 

・加害生徒からの聞き取り 

・交友関係等を踏まえた周囲の生徒からの聞き取り 

・各種アンケートや記録の見直し 

⑤ ④の結果、いじめが認知された場合、次の点を踏まえて組織的に対応方針を決定すると共に、被

害生徒（聞き取りの段階でいじめの情報提供をしてきた生徒を含む）を徹底して守る体制をとる。 

・事実の聞き取りの方法（いつ、どこで、どんな方法で、何がきっかけで等） 

・対応する教職員 

・市教育委員会や関係機関との連携 

・関係する保護者への説明と協力依頼 

⑥ 生徒指導部会、職員会議等において全教職員に情報を共有し、対応方針について共通実践を行う。 

⑦ 「いじめ防止対策委員会」で経過を観察すると共に、認知後３ヶ月を目処に、いじめが「解消してい

る」状態であるかどうかを判断する。「解消している」状態とは、「いじめに係る行為が完全に止んで

いること」かつ「被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと」が条件であるため、被害生徒・保護者

に面談等を行って直接確認を行う。いじめが解消に至っていない場合には、被害生徒を徹底して守

り、心身のケアをするために「いじめ防止対策委員会」において、継続して支援内容、情報共有、教職

員の役割分担を含む対処プランを策定して実行する。 

 

３ 重大事態への対処 

（１）重大事態の定義 

重大事態とは、「いじめ防止対策推進法」第 28 条に規定する以下の状態をいう。 

ア いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある 

と認めるとき。 

イ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい 

る疑いがあると認めるとき。 
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（２）対処の方法 

学校は、重大事態アおよびイの疑いがある場合、さらには生徒や保護者からいじめにより重大な

被害が生じたという申し立てがあったときは、速やかに校長参加の下に「校内いじめ問題対策委員

会」（以下：いじめ問題対策委員会）を開催し、通常のいじめへの対応に加えて、つくばみらい市教育

委員会へ報告すると共に、以下の対処を行う。 

① 当該生徒の保護者と連携しながら、被害生徒の安全の確保と不安の解消を図る。 

② 市教育委員会との協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。当該事案調査の主体が学校

である場合、「重大事態対策委員会」を組織する。 

③ 学校に置く「重大事態対策委員会」は、常設の「いじめ問題対策委員会」を母体とし、校長、関係

教職員（担任、部活動顧問等）が必ず参加するものとする。また、市教育委員会教育指導課職員又

は市教育委員会が推薦する適切な専門家の参加、あるいは指導・助言を必ず仰ぐものとする。 

④ 「重大事態対策委員会」は、質問票の使用及びその他の適切な方法により、当該重大事態に係る

事実関係を明確にするための調査を行う。 

⑤ 「重大事態対策委員会」による調査を行った際には、当該調査に係るいじめを受けた生徒等及

びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供

する。 

 

４ 公表、点検評価 

（１）公表 

この「いじめ防止基本方針」は、谷和原中学校ホームページに掲載すると共に、その内容について

各年度の開始時に、生徒・保護者・市教育委員会等の関係機関に説明を行う。 

（２）点検評価 

この「いじめ防止基本方針」は、毎年度 12 月～３月にかけて「いじめ防止対策委員会」を中心に点

検し、必要に応じて見直すものとする。その際には、生徒・保護者等からの学校評価の結果や、生徒会

活動を通した生徒の意見等も踏まえ、より実効性の高い取組を目指すものとする。 
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５ いじめ対応フロー 

 

早期の把握・対応 

 

 

                          迅速な連絡・報告 

 

                   連絡 

                      報告 

 

 

 

                      確認 

                      支援 

 

                          

情報収集・情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

校長 ・ 教頭 

いじめ防止対策委員会 

（生徒指導部会） 

 

・いじめ認知の確認 

・記録の確認、収録 

・教職員への周知 

・関係機関との連携 

学年・学級 

部活動 等 

 

・未然防止の取り組み 

・実態把握、早期発見 

・生徒への支援、指導 

・保護者との連携 

教職員  生徒  保護者  地域  関係機関 等 

事案発生 

↓ 

＜報告窓口＞ 

（学年主任等） 

↓ 

情報収集 

事実確認 

↓ 

＜集約担当＞ 

（生徒指導主事） 

緊急性等の仮判断 

↓ 

（校内いじめ対策 

委員会） 

いじめ認知 

方針決定 

↓ 

指導・支援・連携 

↓ 

解消に向けた取組 

・継続支援 

・経過観察 

・解消確認 


